
 

 平成１４年度  第１回 

「北区ＮＰＯ・ボランティア活動促進委員会」議事録（概要版） 

日 時：平成１５年２月２６日(水)午後７時から８時５８分 

会 場：北とぴあ ７階７０１会議室 

出 席 委 員：武藤 博己(法政大学法学部教授) 

       岸本 幸子(パブリックリソースセンター事務局長) 

       鈴木 將雄(東十条３丁目町会会長) 

       我妻 澄江(北区女性のネットワーク副代表) 

       松下 正義(北区立小学校ＰＴＡ連合会会長) 

       竹腰 里子(ＮＰＯ法人北区リサイクラー活動機構理事長) 

       田辺恵一郎(ＮＰＯ法人北区地域情報化推進協議会理事) 

       榎谷 雅司(北区子どもの本に関する連絡会代表) 

       冨田 順子(白樺会会長) 

       田中 清隆(公募委員) 

       仁尾 光宏(公募委員) 

       冨田 常子(公募委員) 

       本間 次郎(公募委員) 

       谷川 寿世(公募委員) 

       横尾 和博(公募委員) 

オブザーバー：笹岡栄四郎 北区社会福祉協議会事務局長 

       小原 宗一 北区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターきたセンター長 

事 務 局：秋元  憲 地域振興部長 

       石井  博 地域振興課長 

       木村  浩 コミュニティ担当課長 

       木澤  実 コミュニティ担当主査 

次    第 

１. 委嘱状の交付 

２. 委員等の紹介 

３. 正副委員長選出 

４. 議 題 

  （１）委員会の公開について 

  （２）委員自己紹介 

  （３）委員会の設立経過など説明 

  （４）今後の検討課題、進め方について 

  （５）その他 
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開  会 

１． 委嘱状の交付 

◎コミュニティ担当課長 

 それでは、第１回目のＮＰО・ボランティア活動促進委員会を開催させていただきます。 

まず、委嘱状の交付を行いたいと思います。委嘱状の交付は、地域振興部長からさせていただき

ます。 

（委嘱状を地域振興部長より交付） 

２． 委員等の紹介 

◎コミュニティ担当課長 

 委員の方には、後ほど自己紹介をしていただきます。 

まず、オブザーバーとして北区社会福祉協議会の方がお見えになっておりますので紹介させてい

ただきます。今後、「ボランティア・市民活動センターきた」との調整が必要となってきますので、

それを運営しております社会福祉協議会の方にオブザーバーとして参加していただくことを考えてお

ります。 

（事務局、及び、社会福祉協議会事務局長、センター長、自己紹介） 

 続きまして、北区を代表いたしまして、地域振興部長からご挨拶をさせていただきます。 

◎地域振興部長 

 ただいま、要綱に基づき、北区ＮＰО・ボランティア活動促進委員の委嘱状を交付させていただき

ました。本来ならば、北本区長が皆さん方に交付をするべきところですが、何分にも所用が重なって

おりまして、まことに失礼とは存じますが、私がかわりに委嘱状の交付をさせていただきました。 

 北区では、昨年２月に策定いたしました中期計画の中で、子ども・元気・協働という３つのキーワ

ードが計画の中に盛り込まれております。その中でも、区民と区との協働が重要な事業であり、区民

活動促進指針の策定とか（仮称）区民活動サポートセンターの設置などもこの事業の中に含まれてお

ります。 

昨年の７月に区民参加の下で北区区民活動促進検討委員会を設置いたしました。そこでの一定の

論議を経て報告書をいただき、その報告書にもとづき、昨年１１月にＮＰО・ボランティア活動促進

指針を策定し、そこでは、６つの仕組みづくりを掲げております。区民活動サポートセンターにつき

ましては、中期計画で平成１５年度中に設置することになっておりますが予算措置等もこれからとい

うことで、具体化するのはこの後のことになります。 

本日は第１回目の会議ということで、今後の検討課題ですとか、進め方等が主な議題になります。

どうか実りある会議となりますように、皆さんの活発なご発言をお願いしたいと思います。 

◎コミュニティ担当課長 

 続きまして、社会福祉協議会の事務局長。よろしくお願いします。 

◎社会福祉協議会事務局長 

 オブザーバー参加をさせていただきます社会福祉協議会事務局長でございます。今、地域振興部長

から会議の内容等につきましてお話がございましたので、私の方からは、社協の今までの経過も踏ま

えまして、ご挨拶させていただきます。 

 昭和の５７年に社会福祉協議会でボランティアコーナーができました。平成３年にはセンター化し

「ボランティアセンター」として充実を図りました。さらに、平成１４年４月には、ＮＰＯを意識し

た「ボランティア・市民活動センターきた」に名前を変更させていただいております。そんな中で、
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昨年の１１月に指針が発表されました。その中で、社会福祉協議会が行ってきた「ボランティア・市

民活動センターきた」と、これからできるサポートセンターとの調整を図らなければいけないという

大きな課題が出てきました。皆様方の活発なご意見をいただきながら、私どもが今まで積み上げたボ

ランティア活動やＮＰО活動についての知識をご活用いただければと思っております。 

３． 正副委員長選出 

◎コミュニティ担当課長 

 それでは、正副委員長の選出に入らせていただきます。 

 設置要綱の第５条第２項で、正副委員長につきましては互選ということになっております。事務局

としましては、前回の検討委員会で会長をお勤めになりました武藤先生に委員長を、武藤先生のご推

薦で岸本先生に副委員長をということで考えておりますがご賛同いただけますでしょうか。 

(異議なし) 

 これ以降、武藤委員長に進行をお願いいたします。 

 それでは、あいさつの方をよろしくお願いします。 

◎委員長 

 進行役を勤めさせていただくことになりました。私は区民ではありませんけれども、その意味では、

直接利害関係がなくこういう議長としての役割に適していると思います。皆様の活発な意見が引き出

せるような会議の進行に努めたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎副委員長 

 パブリックリソースセンターの事務局長をしております。これは、ＮＰОと行政の関係についての

調査・研究、あるいはＮＰОの資源、特に人材や資金の開発に関する活動を行っているＮＰО法人で、

そのスタッフとして働いております。この委員会では、そういった経験を生かし、ＮＰОと行政との

間をどのようにつないでいったらいいか、あるいは、どうしたらもっと民間の活動が生き生きとした

ものになるのかについて、ファシリテーターとしてやっていきたいと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

４． 議  題 

◎委員長 

 議事次第に基づいて進めさせていただきます。４の（１）の委員会の公開ということについて事務

局の方からご説明をお願いしたいと思います。 

◎コミュニティ担当課長 

 まず、傍聴についての皆様の了解をお願いしたいと思います。 

また、議事録につきましては、区民活動促進検討委員会と同様、公開したいと思っております。

議事録には個人名が入りますが、公開する際は個人名を特定せず「委員」として公開させていただき

ます。議事録につきましては、復元された議事録をもとに皆様から手直ししていただき、次回の委員

会で議事録を確定したいと思っております。これについて、ご了承願えればと思いますが。 

◎委員長 

 まず傍聴の件ですが、既に傍聴は、前回の検討委員会の段階から慣例として行っておりますので、

この点につきましてはご了承いただけると思いますがいかがでしょうか。 

（異議なし） 

 では議事録の方ですが、議事録は全文公開されますが委員名のところだけが「委員」という形で公

開されるということであります。そのような前回の議事録の公開方法と同じでよろしいでしょうか。
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（異議なし） 

 ではそのようにさせていただきたいと思います。 

 次に、委員自己紹介をお願い致します。 

◎委員 

 東十条３丁目町会会長を行っております。また、青少年東十条地区委員会という、青少年を対象に、

いろいろな行事をやっているところの会長もやらせていただいております。一生懸命、頑張りたいと

思っています。よろしくお願いします。 

◎委員 

 北区女性のネットワークという団体の副代表をしております。検討委員会の委員もしておりました

ので、団体の方から引き続き行うのがよいのではないかということで、また委員になりました。よろ

しくお願いいたします。 

◎委員 

 北区小学校ＰТＡ連合会会長を行っております。３月が終わりますと、「現」が外れて「前」とな

りますが、つなぎということで出させていただいております。今後とも、よろしくお願いいたします。 

◎委員 

 ＮＰО法人北区リサイクラー活動機構の理事長をしております。前回の会議に引き継ぎまして参加

をさせていただいております。私どもの団体は、エコー広場館という住民の活動拠点３館を委託され

て、管理事業運営を担っていることが主な活動でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎委員 

 ＮＰО法人北区地域情報化推進協議会の理事をやっております。前回に続きまして、引き続き委員

を一生懸命務めてまいりたいと思います。団体は、ここの北とぴあの４階に「ほくよん」という通称

の事務局がございます。１０年前、ドラッカーの『ポスト資本主義社会』という本を読んで目覚めて

しまい、もう１０年以上活動を続けております。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎委員 

 教育委員会生涯学習推進課は教育ボランティアの推進事業をやっております。私はその関係で推薦

されたと思います。私は、一般のサラリーマンでありますが、浮間図書館ブックボランティアの代表

をしております。これは、浮間図書館を中心に、文化的なまちづくりを考えていこうというボランテ

ィア活動で、そこで読み聞かせとか子どもの読書推進とかをやっております。北区の中には、こうし

た、子どもたちに読み聞かせをする団体があと８団体ぐらいあり、「北区子どもの本に関する連絡

会」をつくりました。今、中央図書館などの関係の機関といろいろ連携をとり、読書をどのように子

どもたちに勧めていくか話し合っています。よろしくお願いします。 

◎委員 

 「白樺会（合唱グループ）」となっておりますが、これは、合唱・アンド・ボランティアグループ

ということで、１５年間活動してまいりました。「白樺会」の名称は、那須にあります北区の保養施

設の「しらかば荘」からいただきました。この改築落成式でお祝いの歌を歌ったということがきっか

けで、ＰТＡ活動で歌っていた仲間がこれからも生涯学習として続けていきましょうと生まれたグル

ープです。どうぞよろしくお願いします。 

◎委員長 

 ありがとうございました。 

 あと６名の方は公募の委員の皆さんです。どんなことをされているかということも含めて、自己紹
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介をお願いいたします。 

◎委員 

 ２００１年に、東京外語大学を卒業しました。 

 ８年前に北区の海外青年派遣団の一員としてカナダに派遣されて以来、北区のボランティア活動を

一生懸命やってきました。今は、外国人に日本語を教えるボランティアをしています。今まで活動し

てきた仲間がいっぱいいたのですが、活動がしにくかったためにメンバーが減ってしまいました。８

年前からボランティアを始めましたが、こんな時代が来るとは思わなかったです。よろしくお願いし

ます。 

◎委員 

 初めまして。北区のボランティアサークルの「トライネットワーク」というサークルで、今代表を

務めさせていただいています。祖父が身体障害者だった関係で、幼少のころからボランティアに興味

がありまして、トライネットワークのほかにも、知的障害者施設だとか児童支援施設、母子生活支援

施設などでボランティアとして関わりを持たさせていただいています。 

 本業は、裁判所書記官という仕事をしております。議論をする場に居合わせて眺めているのが多い

のですが、自らその場に飛び込むとことに対して非常に危惧しております。つぶされるのは覚悟で、

感じていること、思っていることをぶつけてまいりたいと思いますので、諸先輩の方に受けとめてい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

◎委員 

 こんばんは。去年の３月に「北区ＩТコミュニケーションズ」というボランティア団体を立ち上げ

ました。これは、自分の持っているパソコンやインターネットに関する知識を地域の人たちに役立て

ていただきたいということから始めました。何分にも、立ち上げるのも初めてでしたし、何もないと

ころから始めましたので、去年１年間はいい勉強をさせていただきました。そういう活動を通じ、ま

た、この指針を読ませていただいて、こういう指針が具体化されれば私のような初心者でも活動がし

やすいということを強く感じました。少しでもお手伝いすることがあればいいなと思って応募いたし

ました。よろしくお願いいたします。 

◎委員 

 生まれも育ちも赤羽です。会社も赤羽で、コンピューターソフトの開発をする会社をしております。

岩淵中学校のＰТＡ会長をしておりますが、今、一番感じているのは、子どもが減り商店街もすさん

できている。地域の活性化が必要であり、そのためには、市民活動をもっと充実させていかなければ

ならないということです。どういう形で関わっていけるかわかりませんけれども、よろしくお願いい

たします。 

◎委員 

 北区に住んで丁度８年目に入るところです。川口の方で活動をしていました。その活動は、ブック

トークという形で昔話の本の読み聞かせを行い、子どもたちに本に親しんでほしい、子どもたちの心

の中に何かの温かい滴を落としたいという思いで、２５年間、続けてきました。その活動を通じて、

もっと門戸を開き、子ども達が素直に入れるような場づくりができればいいと、常に、思っていまし

た。こういう活動を通じ、皆さんの手足になれればいいと思っています。よろしくお願いします。 

◎委員 

 こんにちは。志茂２丁目に住んでおります。職業は文筆業で、文芸評論と、テレビの放送台本を書

く放送作家という仕事をしております。２年前、ボランティアセンターさんには大変お世話になりま
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して、私の方の番組に出ていただき、「夏体験ボランティア」を宣伝させていただきました。北区の

市民活動の売りといいますのは、リサイクラー活動機構とボランティアセンターだと思っております。

自分の持っている知識や技術を生かして、地域のために役立てたいと思ってやっております。 

 いろいろなところをテレビ番組で取り上げました。「アド街ック天国」では、赤羽や王子をやりま

したが、今度は十条を売り込もうと思っています。皆さんとは別の職種、職業のところでお役に立て

ることがあればと思っております。北区に住んで２６年になります。よろしくお願いします。 

◎委員長 

 どうもありがとうございました。今後、議論を深めていく中で、それぞれの活動について知り合う

チャンスになると思います。 

 それでは、議題の（３）の委員会の設立経過などの説明を事務局からお願いいたします。 

◎コミュニティ担当課長 

 まず、資料の確認をいたします。資料１は設置要綱、資料２は委員等の名簿です。資料３はＮＰ

О・ボランティア活動促進指針でございます。 

資料４につきましては、「北区における市民活動の促進に向けて」という、昨年の区民活動促進

検討委員会の最終報告書です。そこでは「市民活動」という言葉を使わせていただいておりましたが、

指針におきましては「ＮＰО・ボランティア活動」というふうに変わっております。内容的には変わ

らないですけれど、名称が変わったということでございます。 

 また、資料５といたしまして、区民活動団体実態調査。これは昨年の検討委員会の資料といたしま

して、１３年の８月に区内の約１，８００団体につきまして、いろいろな調査をした結果の概要版で

ございます。そこの団体の分類として、回答いただきました１，３０３団体の内訳ということが載っ

ております。これは、区が把握している団体１，８００にアンケート調査をいたしましたところ、１，

３０３団体から回答をいただいたということでございます。町会・自治会が１２９、老人クラブが１

０２、教育・スポーツ関係が６４４ということで、本日団体推薦で出ていただいた方たちの団体がほ

とんどそういうところに入っていると考えていただければと思っています。また、ＮＰО法人でござ

いますが、そのときは１３の回答をいただきました。それにつきまして現状でどうかということで、

資料６は本日添付させていただきました。 

 資料６につきましては、１５年１月３１日現在、ＮＰО法人といたしましては９，７２６件の認証

があり、うち東京都は２，０８２あります。事務所が複数の都道府県にわたる場合には内閣府の認証

で、事務所が東京都内の場合は東京都が認証するということですが、内閣府と都道府県の合わせた北

区で認証を受けたＮＰＯ法人は、２２件ございます。この中には、リサイクラー活動機構や情報化推

進協議会も入っております。また、４ページの５のところで、年度別認証数として、北区の２２団体

の認証が年ごとにどうなっているかを表した表でございます。さらに、６の主たる目的別認証という

のは、ＮＰО法人の設置目的別に分類し作りました。 

 次に、資料７で、今年の２月１日の北区ニュースで「地域振興室をご利用ください」ということで

第１面に載せましたので、それの写しを掲載させていただきました。 

 あと、資料８といたしまして、「検討課題の案」ということで、添付させていただいております。 

 それでは、この委員会の設立経過に入らせていただきます。 

指針の１１ページに、指針５といたしまして、「調整・発展の仕組みづくり」ということで、

「活動促進委員会」ということを打ち出させていただきました。そこに書いてあります「ＮＰО・ボ

ランティア活動促進指針の円滑かつ適正な執行を図るとともに、新たな課題に対し迅速的確な対応を
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担保するために、ＮＰО・ボランティア活動促進委員会を設置する」ということで、本日設置させて

いただきました。 

 次に、１３ぺージに図示してありますように、この指針では、区民活動サポートセンターは中間支

援組織が運営し、その中間支援組織を通して、さまざまな促進策を図るという図でございます。右の

方にあるＮＰО活動促進委員会がこの委員会で、区と関係しつつ、かつ、区から飛び出て区民活動サ

ポートセンターとの調整を図ることをイメージしております。また、区がＮＰО・ボランティア活動

を促進していくに当たり、ＮＰО・ボランティア活動の自主性、主体性を確保する観点から、指針で

は、間接的な促進を原則としております。 

前回、委員会報告、中間のまとめをいただき、その結果を市民フォーラムという形で区民の皆様

にお示しし、その上で委員会最終報告をいただきました。議会にも報告しご意見をいただき、それら

を総合的に踏まえた上でこの指針を作っております。従いまして、今後も、この委員会から出された

意見をまとめ、区民の方からご意見をいただく機会を設け、また同時に議会にも提出してご意見をい

ただく。さらに、それを受け、委員会の方でまとめていただいたものに対して区の方で対応するとい

う、このようなサイクルを繰り返しながら、キャッチボールを図る。この委員会につきましても、い

わゆる検討機関という認識を持っていただければと思います。皆様の、実践的な体験等を踏まえ、さ

まざまな角度から積極的なご意見をいただければと考えております。 

 次に、委員の選出経過でございますが、区内の団体推薦の方と、公募の区民の方でこの委員会は構

成させていただきました。また、この委員会は、指針を踏まえて進めていくという関係で、何人かの

前区民活動促進検討委員であった方々に引き続き委員をお願いしております。 

 また、公募の区民の方につきましては、今回１７名の応募をいただきました。恐らく区として初め

と思われます公開の委員会のようなことをやらせていただきました。事務局と前区民活動促進検討委

員とで面接的なことをさせていただきました。様々なご意見をいただき、このような選考会をやらせ

ていただいて非常に良かったと、率直な感想を持っております。残念ながら今回お願いできなかった

委員の方からも、今後、センターを立ち上げたりするときに力になりたいというようなメールや電話

をいただいております。 

◎委員長 

 ありがとうございました。 

 今のことについて、報告ということですが、何かご質問などございますか。 

（なし） 

 特になければ先に進ませていただいて。議題の（４）でありますが、今後の検討課題、進め方につ

いて。本日の議論はここが一番中心になります。これについて説明をいただきますが、今の設立経過

の説明でもこの委員会の役割というのが随分と説明されたかと思いますが、一番わかりやすいのは、

２枚目の東京都北区ＮＰОボランティア活動促進委員会設置要綱というものの第１条に、先ほどの指

針の文言と同じものが入っていて、「指針の円滑かつ適正な執行を図るとともに、新たな課題に対し

迅速、的確な対応を担保するための機関として」設置されたものであるということでありまして、こ

こでみんなで集まってボランティアをするわけではないということになります。そういう指針の円滑

な執行、そして新たな課題を考えていくということです。大きな役割はそうなんですが、では具体的

にどんなふうに進めていくかということについて、事務局の方からちょっとご説明をいただきながら、

皆さんにご議論していただきたいというふうに思います。それではお願いします。 

◎コミュニティ担当課長 
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 資料８をごらんいただきたいと思います。 

 一番左側に指針の概要を列記しております。現状というのが、取り組んでいる内容でございます。

検討課題につきましては、私どもの方で、案と考えている検討課題でございます。検討課題（案）の

下に、「促進から協働へ」をテーマとして書かせていただいております。今まで行政が行ってきた公

共について、区民の皆さんやＮＰОの方達とともに新しい公共を担っていくということで指針が出来

ております。 

指針１につきまして、活動拠点の整備を挙げさせていただいております。これにつきましては、

全区レベルの拠点と地域レベルの拠点と分けさせていただいております。 

全区レベルの拠点として、中期計画において（仮称）区民活動サポートセンターを１５年度中に

整備するということになっております。管理運営につきましては公設民営とし、受託する団体は中間

支援組織としての役割を担い、「ボランティア・市民活動センターきた」との調整を行うということ

になっております。また、区民による検討を準備段階から行うことを指針の内容としております。 

場所につきましては、この北とぴあ内を第一の候補として考えております。しかし、今年度、区

長選が控えており、新規予算につきましては６月補正を予定しておりますので、まだ具体的なものが

できていないという段階でございます。 

運営方法等につきましては、指針の中にありますように、「ボランティア・市民活動センターき

た」と調整をしております。 

 地域レベルの拠点につきましては、利用者の立場を尊重し、既存施設のさらなる活用を図るための

検討を行うという指針になっております。 

そこが①②③、次のページで④⑤⑥⑦というふうになっております。 

①につきまして、地域の人たちがかかわり合いを持ちながら考えていける仕組み、オープンな話

ができる体制づくりをするということを目指しております。これにつきましては、交流の機会を設け

ること、あるいは場を提供することによって意識を醸成していくという方向で今考えております。 

 次に、だれでも気軽に休日・夜間利用できるようにするということで②を打ち出しております。こ

れにつきましては、資料７にありましたように、地域振興室利用の一部拡大を図っております。 

③の集会室のデータベース化につきましては、知りたい時、情報を入力すれば希望の施設がどこ

にあるかが出力される、そのような形のデータベース化をしようということです。１５年１月から、

インターネット上で予約ができるようになっておりますが、ふれあい館や女性センターは含まれてお

りません。そこで、ＮＰО・ボランティア活動促進サイトとしてホームページを２月中に立ち上げま

して、たとえば、楽器の演奏をしたいという方が、希望施設の状況が見られるようにする予定でござ

います。 

④⑤⑦につきましては、地域振興室におきまして一部取り組みを開始しております。備品の効率

的な配送システム。これにつきましては、今後検討していく予定でございます。 

 以上より、指針１につきましては、主に、(仮称)区民活動サポートセンターに関することのご検討

をいただきたいと思っています。内容的には、中間支援組織のあり方、センターの機能、全区レベル

の拠点と地域レベルの拠点との連携のあり方、あるいは、公の施設として条例化について、ソフト的

な設置だけではなくて、市民の方や区のあり方とかを含んだ条例化を考えておりますので、それにつ

いてのご意見もいただきたいと思っております。 

 次に、指針２の「情報の共有」について。具体的には、総合的な情報システムづくり、あるいはハ

ード、ソフトの設備、団体の情報公開のルールづくり、インターネット、ケーブルテレビなどによる
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情報発信でございます。これにつきましては、ＮＰО法人地域情報化推進協議会と協働いたしまして、

ホームページの作成支援、あるいはメールマガジンを配信中でございます。これらは、ＮＰО・ボラ

ンティア活動促進支援サイトやボランティア・市民活動センターきたのホームページで現在対応中で

ございますが、最終的には、（仮称）区民活動サポートセンターで情報発信をする形で考えておりま

す。 

ただ、王子地域振興室内に、ＭＭＣと呼んでいる通称「マルチメディアセンター」を地域情報化推進

協議会とともに作っており、そこで情報発信に向けた実験を行っております。その成果を区民活動サ

ポートセンターの方に活かしたいと考えております。 

 指針３「担い手づくり」。これにつきましては区が直接行うものといたしまして、現在ボランティ

アに関する講演会を実施しておりますが、それ以外については検討中ございます。 

 次の中間支援組織による間接的な支援につきましては、（仮称）区民活動サポートセンターの方で

実施するものと考えております。 

 次に指針４「資金面の確保」。これにつきましては多元的な対応を検討するということでございま

す。寄付をしやすい制度の検討、事業拡大に向けた広報・メディアづくり等の支援、事業委託の促進、

あるいは経費の節約に向けた仕組みづくり、ＩТ技術の習得の機会や、区の施設を利用しやすい仕組

みづくりを考えております。また、補助金や助成金につきましては既得権益化することを避けたサン

セット方式の導入などを考えております。さらに、民間の助成金等を獲得するための情報とか申請方

法、ノウハウの提供などを挙げております。 

現在、３大戦略として「協働・ときめき戦略」がその１つに位置づけております。区内で協働の

実施本部をつくりました。１４年度の協働事業の調査に基づき一覧表が出来ております。 

東京都で社会貢献活動団体の協働事業の事例集というのを発行しております。例えば、協働を始

めたきっかけとか、よかったこととか、行政側でアンケートをとり、さらに、協働の相手方の意見を

聴取したものをまとめた事例集でございます。この北区版として、庁内の調査票をもとに、協働の相

手方の意見を加えた形式で、３月中の作成を予定しております。この委員会でお示しできると思って

おります。そのような関係で、「協働」というのは、ここでは最広義の、広い意味での協働と考えて

くださればいいかと思います。協働のルールづくりということで、契約方法とか補助金とか、あるい

は評価の問題などを検討していただけると考えております。 

 指針５はこの委員会の設置のことでございます。この委員会につきましても、条例化にあわせて、

任期とか構成などのご意見をいただく形になるかと思います。 

 最後に区の促進体制。区の促進体制といたしましては、総合窓口の設置や各課にＮＰО・ボランテ

ィア活動推進員の設置があります。職員が責任を持って対応できるような形で推進員を置くというこ

とでございます。また、職員の意識改革を行うことを考えております。 

（１） 及び（２）につきましては、１５年度に設置予定でございます。 

（３）につきましては、３月に「協働のヒント」ということで研修を行うことを考えております。 

スケジュール案といたしまして、ＮＰОボランティア活動促進委員会を３月末にもう一回やらせ

ていただきます。その後、５月、７月、９月、１０月に開催し、１０月に中間報告をいただき市民の

方に意見をいただいて、最後に報告することを案として考えております。区民の皆様に意見をいただ

くには、何らかの報告がないと意見をいただくのは難しいかなとも思っておりますので、そういった

面も皆様にご検討いただきたいと思っております。 

◎委員長 
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 検討課題という形で事務局が案をつくっていただきましたが、このことについて、しばらく議論を

したいというふうに思います。 

◎コミュニティ担当課長 

 地域振興室について、地域振興課長から補足をさせていただきます。 

◎地域振興課長 

 活動拠点の大きな柱になる地域振興室について簡単にご説明させていただきます。 

１３年４月から出張所を廃止し、住民票などを出す本来の出張所機能と、コミュニティの部分に

分けました。住民票などの本来の出張所部分は３つの区民事務所に持っていき、残りの部分を地域振

興室という形で１３年４月からオープンしました。その年の10月にオープンした活動コーナーについ

ては、土日・夜間オープンしておりませんでしたので、なかなか活用が図れなかった。そこで、４月

より地域振興室の有効活用について検討した結果がこの北区ニュースの記事でございます。 

 簡単にご説明しますと、地域振興室の役割を最初に、①から④でお示ししております。地域振興室

がやっておりますのは③の部分、主に町会・自治会、青少年の皆さんと赤十字、これが主でございま

して、これから新たな機能として④が出てくる。これはＮＰО・ボランティア活動です。ただ、地域

振興室の特性として、今まで町会・自治会の皆さんの活動の場という形になっておりますので、今回

は、③と④につきましては③を原則にさせていただきまして、あいたところをＮＰО･ボランティア

活動に使わせていただくという、折衷案というふうにさせていただきました。 

 施設としては、活動コーナーと会議室がございます。活動コーナーについてはこの４月から、原則

として、土日・夜間についてもお貸しをする形にさせていただきます。ただし、効率性の問題から、

申請をいただいてその段階で開ける形にさせていただきます。会議室は従来どおりです。ただ、活動

コーナーと会議室を利用できる方については、同一の団体とさせていただくという形でございます。 

 最後に、利用する際には登録をしていただく。ただ、今までは５名以上の団体としたのを３名以上

に対象を広げさせていただくことと、今まではその出張所エリアに１人いるという原則だったのを、

北区にいればよいという形にさせていただきました。対象範囲を拡大し、より利用しやすくなります

のでよろしくお願いしたいと思います。 

◎委員長 

 それでは、検討課題に戻りたいと思います。どのようにこの課題の議論をするかとか、要綱の第１

条の新たな課題についても盛り込んでいかなくてはいけないとか、様々なご意見があるかと思います。

事務局の案として、一応、こういうことを踏まえるとしても、こういうことはもっと重要ではないか

などのご意見をいただければと思いますが。 

◎委員 

 「新しい公共」という言葉は前の委員会でも出ていました。これは東京都が盛んに言っていますが、

都の方がそういうのをおっしゃったら、「古い公共」とは何だという質問があって返答に困っていら

っしゃいました。これは東京都から言った言葉ですか。 

◎委員長 

 だれが最初に使い始めたかはよくわかりませんが、福祉の分野で言われてきたのではないかという

ふうに思います。 

 それで、世田谷区なんかでは、もう、区のいろいろな文書の中に「新しい公共」と入っていまして、

ただ、その「新しい公共」はどんなものかというふうに考えていったときに、「古い公共」とは何か

ということが当然出てきます。それは、今まで私たちの考え方では、行政が公共を全部コントロール
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している。「古い公共」というのはイコール行政だと、こういうことですね。それに対して行政が関

わらなくてもＮＰО団体がやっていることも十分公共的ではないかということから、行政が独占して

いた公共の枠を広げていくという考え方が一つあるというふうに思います。ただその範囲がどこなの

かというのは明確な回答があるわけではありませんし、また、高齢化社会、少子化社会というのが進

んでいく中で、公共的にやっていくべきものの範囲が広がっているんですね。例えば少子化なのにも

かかわらず保育ニーズが高まっているとか、どんどん拡大しております。コンピュータの方もいろい

ろな方が使っていくという中で。そこら辺のどこを公共かというのはなかなか難しいところがありま

すが。 

◎委員 

 それぞれの委員の方で抱いている「新しい公共」のイメージや概念が違うと思います。「新しい公

共」とはこういうものだと言うより、行政と市民とのパートナーシップだというような理解でよろし

いんでしょうか。 

◎委員長 

 いいのではないかと思います。 

◎委員 

 そうですね、担い切れないから、そういうボランティアの活動も公共と呼ぼうということですよね。 

◎副委員長 

 担い切れないからというだけじゃなくて、もともと、市民の活動が公共を担っていたという方が感

覚に近いのではないかなと思います。もう一つの公共としてこれから位置づけていこうと。そこから

対等のパートナーシップということで協働が出てくるということだと思います。 

 ただ、ここでその議論をかっちりしていくというよりは、まさに新しい位置づけをこの委員会で考

えていったらいいんじゃないかなと思います。 

◎委員長 

 さて、それでは、この検討課題を含めて、例えば「促進から協働へ」ということがテーマだという

ふうに書いてあるんですが、確かに場の確保という意味で、サポートセンターも設置するというのが

だんだん見えてきた。平成１５年度１０月開設をめどに予算も、区長選が終わってからということに

なりますが、だんだんだんだん形が見えてきた。そうしますと、実際にサポートセンターをどういう

ふうに運営していくのか。もちろん、運営するのはこの委員会ではありません。しかしながら、この

委員会がそのサポートセンターに対して、監視役と言うとちょっと言葉はよくないと思うのですが、

同じような視点から見守ると言った方がいいでしょうかね、そういう活動をしなくてはいけないとい

うふうに思います。そうすると、促進から、促進と協働へという、促進の部分はまだ忘れてはいけな

いんじゃないかというような、そういう意見も出してもいいかなと思うんですが。そういうことも含

めて、皆さんのいろいろな経験の中からこの検討課題の案に対してのご意見をいただけたらと思いま

すがいかがでしょうか。 

◎委員 

 中間支援組織のあり方って、私はとっても重要だと思っています。例えば、他の２３区とか都道府

県レベルで、ＮＰО・ボランティアセンターの中間支援組織のようなものは、既に、機能して、活動

しているのでしょうか。もしそのような事例があるとすれば、うまくいっている点はこういう点、困

難があるとすればこういう困難があるというような経験というのはどこかにあるんでしょうか。それ

とも、全く手探り状態でやっているのでしょうか。現状認識が全然わからないもので。 
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◎委員長 

 最初に出来たのは、神奈川県のサポートセンターではないかと思います。それは前回の検討委員会

では、視察には行かなかったんですが、視察に行っていただいた話を聞いたりとか。私は個人的にほ

かのところでは視察に行きました。それから川口の事例でしたっけ、紹介をしていただいたりとか、

いろいろなところでもう既に動いてきています。都道府県レベルでもそうですし、市町村レベルでも

そうしたサポートセンターがあちこちにできていますし、それから、その場合には行政が設置してい

る場合と、それから純粋に民間の場合と、協働してやっているというような場合もあると思うのです

が、多くは行政が何らかの形で関わっているものが多いというふうに思います。ただし、純粋に民間

の、例えば同じような活動をしているＮＰОセンターとか、あるいは副委員長のやっておられるとこ

ろなんかも、まさにそういう中間支援組織を目指しておられる、ここでいっているそういう組織に該

当するというふうに思います。 

 そういうところのメリット、デメリットをすべて網羅しているわけではありませんけれども、実際

に、またこの委員会も、もう少し、新たに立ち上がってきたところとか、経験を踏まえて何年もやっ

ているところをもう一度調べてみるというようなことは、そういうご提案があればやってもいいかな

というふうには思いますが。 

◎委員 

 提案なのですが、私も「かながわ県民活動サポートセンター」に行ったのですが、あれは施設とし

ても大きいですよね。ここで中間支援センターとかを議論しても、机上だとなかなか判らない。でき

ればやはり見て、こういうところだと認識した方が判りやすい。また、ОＨＰなどで、先に見せてい

ただかないと、イメージがわかないと思いますよ。 

◎地域振興部長 

 川口市の場合は、形としては行政の直営という形をとり社協と一緒に運営している形をとっていま

す。純粋な形で中間支援組織が切り盛りしているような例があるのか。 

◎コミュニティ担当課長 

 ２３区の状況は、最近では杉並区が設置しております。 

また、港が、学校の跡地にＮＰОが事務所として使うコミュニティハウス。さらに、世田谷が、

三軒茶屋にありますキャロットタワーの中に活動コーナーというのをつくっている。まだ、２３区で

は、それほどサポートセンターについての動きはないという形です。 

◎委員 

 ということは、北区のやっていることは画期的なこと。 

◎コミュニティ担当課長 

 今の時点ではですけれど。 

◎センター長 

 名前と機能がばらばらなんですよね。同じような名前でも、箱だけのところもありますし。いわゆ

る中間支援というのは、コンサルティングやネットワーキング、サポート事業やソフトウエアの提供

などたくさんやっている。ＮＰОという切り口ですと、ここ五、六年、ＮＰОセンターという名前の

ところが民間ベースで出来ています。その後に、行政が、箱物を中心に、そういう活動ができるよう

な拠点づくりに手を出し始めています。ただ、ボランティア活動を支援するような、ソフトウエアを

行政で直接やるところは余り多くない。日本では大体３，０００以上ボランティアセンターがありま

すけれども、その九十数％は社会福祉協議会が運営をしています。ただそれが、社会福祉協議会のボ
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ランティアセンターを拡大してＮＰОセンターのようにするところもあれば、別々に２つ作るところ

もあるし、箱だけ行政、中身は社協というところもあります。さらに、それらを統合し、箱も中身も

拡充し、なんていうところもあったりするので、機能の議論がないと、どこでやっている、どこでや

っていないと、言いにくい部分がありますね。 

◎委員長 

  指針の中にも、サポートセンターがどんな役割を担うのかということについては触れられていな

いわけではないんですが。今後設立されていく中で、またこの委員会でも、こういう役割を担っても

らったらどうかというようなことを言っていくようなことになるのではないかと思います。 

 ただ、言葉はお判りですね。「中間支援組織」、これは前回の検討委員会の段階でも、こういう言

葉をさんざん使った後で、最後の方で、やはりよくない、どうしようかなと思ったんですが、ちょっ

ともう遅くて直せなかった。例えば中間って、何と何の中間なんだという、全くわからないんですね。

これは訳語が間違っていたというふうに思います。インターミディアリーの訳語なんですが、そのイ

ンターミディアリーのインターの部分を中間と、こう訳したんだろうなと思うんですが、ミディアリ

ーがどうして支援になったのかよくわかりませんけれども、それは中身を見たんでしょうけれどね。

ちょっと言葉がよくない。それをまた内閣府がこういう言葉を使って全国的に広めているものですか

ら、多くの場合は、これを、こういう言葉をそのまま受け入れてしまうんですが、もう少し的確な訳

語はないんだろうか。あるいは、もう少し的確な名称はないんだろうかというので、具体的にはサポ

ートセンターというのが近いのかなというふうに思っています。ちょっとわかりづらいところがある

かと。 

 ほかにいかがでしょうか。具体的にサポートセンターは１０月になれば動き出しますから、そこで

見に行けばというのではちょっと遅いということになりますので、もう少し、何か具体的に知るチャ

ンスがあった方がいいかもしれませんけれどね。回数も少ないものですから、ただどこかで視察に行

くというのも、皆さんがぜひとも視察ということになれば、そういうところを会議の中に１回入れる

とか、あるいはこの会議とは別に視察を入れるというようなことも可能かと思いますが。あるいは手

分けして、あちこちに行ってみるというようなこともあり得ると思いますけれども。 

 いかがでしょうか。そうですね、これを見ながらこんなことが抜けているのではないかとか、ご質

問でも結構です。 

◎委員 

 施設のことが全くわからないので見当違いのことをお聞きするかもしれません。先ほど地域振興課

長のご説明で、北区ニュースに載せました地域振興室の利用が、③番の方に特に集中してということ

で、ＮＰО法人の方は少しご遠慮願ってというご説明をいただいたのですが、それはこちらのサポー

トセンターができるから、ＮＰО・ボランティア関係の方はそちらを利用下するというふうに分けて

いるのか。その拠点施設が、地域レベルと全区レベルの拠点ということで、サポートセンターが、箱

だけなのか、内容を伴ったものなのか、少しご説明を。 

◎地域振興課長 

 前段の部分だけご説明をさせていただきます。実は、今まで地域振興室というのは、町会・自治会、

青少年の皆さんだけが使っていた施設です。ただ、地域振興室になり、一部貸していた実例もあるの

ですが、それは例外なのです。今後、ＮＰО・ボランティアの皆様に貸していくとすると、町会・自

治会の基地としての地域振興室が、町会の方々が使えなくなるという形になります。しかし，ＮＰО

の方々はご利用しないで下さいということではない。町会の皆さんがお使いになるのは、１カ月のう
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ち半分以上もない。空いているところは多く、そういうところはどうぞＮＰО・ボランティアの方々

がご活用くださいということなのです。要するに、今まで町会・自治会がそういう施設を基地として

いるという事実がありますので、そういうのはあくまで優先したいと、そういうことです。ですから、

これとサポートセンターは絡まない話なんです。 

◎委員 

 生活学校の方で、パネルディスカッションをやったときに、地域振興室が使いにくいという声が出

た。あちこちからもう全然使えないと。生きた拠点になっていないというふうに言われたのです。 

◎地域振興部長 

 このような声が他からも聞こえてきています。本来の我々の意図がきちんと末端まで伝わっていな

い。本来は利用を広げるためにやっているのですが。登録制をとるとか、申請書を書いてもらうとか

が面倒だとか、現実に対応する職員が十分理解していない部分もあり、現実の対応が意図することと

逆の方になってしまっている。そのため、早急に、現実に対応する職員への研修を実施しますので、

少しづつ改善されていくと思います。 

◎委員 

 情報をちゃんと伝えるのは行政の大きな役割ですからね。ちゃんと伝えてくれないと混乱しますよ。 

◎委員長 

 なかなか難しい問題がありまして、この指針の方でも、地域レベルについての活動場所をどうする

かということについては、今後も検討してほしいというような書き方ですね。主として。そしてその

際には、指針２の地域レベルのところの（１）の①②というようなところのこういう方向だと、明確

には出していないんですね。もう少し地域の人たちが使いやすいように皆さんで議論をしてほしいと

いうようなのが指針の趣旨です。非常に、今までの使ってきた自治会・町内会の人たちと、新たにＮ

ＰО・ボランティアの人たちとが、うまく使える場所になるかどうかということもありますので、少

し準備期間を置いて、しっかりと議論をして、地域の中でそれぞれ合意をつくっていきましょうとい

う話をしているんですね。 

◎委員 

 地域のいろいろな特性がありますから、その地域の中で話し合わないといけないですね。私たちが

議論をするという以上に、地域の方たちが集まって、説明会ではなくて話し合いをした方がいいと思

います。地域レベルについては地域の人が使うわけですから。 

◎コミュニティ担当課長 

 前回の検討の中で、既存施設をもっと使うことについてのご議論をいただきました。それを受けて、

この会議でのご提言をいただきながら、あるいは実情を見ながら、さらに、もっといいものに進めて

いくということになってくると思います。 

 先ほど、全区レベルの拠点につきましては、ここの建物の中を第一候補に考えております。活動の

場としてというよりも、どちらかというと、情報とか交流とかの拠点として考えております。活動の

場としては、活動する方にとって近い方がいいと思っており、地域の既存施設を活用するという認識

で取り組んでおります。 

◎委員 

 活動コーナーは、今度、夜間開放しますよね。午前９時から午後９時まで。このときには職員の方

はいらっしゃるのですか。 

◎地域振興課長 
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 これについては、職員の方はどうしても勤務時間の制約があり、時間外対応もなかなか難しい。そ

の際には、シルバー人材センターの職員を配置するというような形で対応させていただきます。 

 ただ、現実的には、ふれあい館と一緒になっている複合施設と、単独の地域振興室だと違うのです。

複合施設の場合は９時から９時までやっている施設ですから、もともと職員がおり、その職員がやれ

ばいいんですけれども、単独の地域振興室については職員がいなくなってしまいますので、配置しな

いといけない。 

◎委員 

 私どものところは複合施設ですよね。そうすると、夜間になってもいらっしゃるご年配の方々が対

応すると。 

◎地域振興課長 

 その人たちが対応することになります。 

 今、複合施設については弾力的に運営できるようにということで、一体的な運営について、少しず

つ条件が整ったところから進めていっています。 

◎委員 

 私も赤羽文化センターで、カルチャー教室の卒業生で社会教育団体として登録して、文学を読む会

というのをやっているのですが、実際、場所をとるのが大変です。赤羽文化センターですと２か月前

の１日、朝９時に並んで、くじ引きをする。実際、区の施設の会場取りがまず大変。普通、高齢者の

方が会員にいると、退職してどうせ暇だからと、朝、寒いところを会場とりに並んでくれている。普

通働いている人たちはなかなか並んでとるということができない。そういうことは、インターネット

利用など、いろいろな可能性はあると思うのですが。例えば、実態調査報告書の４ページを見ても、

課題のところで、活動、会合打ち合わせの場所の確保が難しいというのがあります。アンケートでは

１２％の方しかないのだけれど、本当はもっとあるんじゃないかなと。多分、皆さん方のほうが経験

豊かだと思うので、ぜひその辺の問題点についてお聞かせいただければと思います。 

◎委員 

 前の委員会でも、その話が相当出て議論をしたところですね。 

◎委員 

 赤羽文化センターは特に混んでいるという話は聞きますよ。 

◎委員長 

 これに関連する基礎的な資料は事務局の方で整理していただいて、前回の検討委員会で検討したこ

とであっても、継続委員はわかりますがそうでない方はおわかりにならない場合がある。そういう基

礎的な資料をもう一度整理していただくというようなことをお願いして。 

◎コミュニティ担当課長 

 必要な資料があれば用意させていただきます。各施設の稼働率につきましては、もう調査ができて

いると思いますので、すぐ出せると思いますので。 

◎委員 

 場の議論は、４月から地域振興室の制度が変わるので、その結果を見て、改善するべきところなど

を考えるというのが一点。それから、二点目なのですが、１０月にはサポートセンターが動いてしま

う。今、「ボランティア・市民活動センターきた」との調整が必要と指針で書いてあり、現在、調整

中とのこと。また、区の予算関係は６月という問題はあるのでしょうけれど、現在、どのような調整

が、人的部分、予算的部分、物的部分について進行しているのか、差しさわりのない範囲で教えてい
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ただければと思うんですけれども。 

◎コミュニティ担当課長 

 ＮＰОといっても、区民一般にはまだ浸透していないという認識を持っております。「市民活動」

という言葉が「ＮＰО・ボランティア」という言葉に変わっているのですけれども、区で「市民」は

とか、「市民」というのは市民運動を連想させるとか、いろいろ話があり、ＮＰО・ボランティアと

いう言葉を使ったんですけれども。結果的にはボランティアという言葉を入れることによって、区民

の皆様に何をやっているのかなというのがある程度見えるのかなと。「ＮＰО・ボランティア」とい

う言葉は、厳密に言うと間違いかもしれないのですけれども、良かったという認識を持っております。

それと同じように、やはりボランティアを抜きにしたＮＰОというのはまだ出来ないのかなと思って

おります。「ボランティア・市民活動センターきた」との調整も、同時にやっていかなければいけな

いという認識を持っております。区内でボランティアについてのノウハウ、データを持っているのが

「ボランティア・市民活動センターきた」ですので、それをなくして十分なサポートはできないので

はないのかというのがまず一点と、区民の方にとっても、自分がどこに相談していくか逆にわからな

くなるのではないかということがあるので、一緒にする方向で検討しております。 

 それで、場所につきましては、全区的なレベルの拠点ということで、ここの建物の中に入れるのが

一番いいのではないかということで調整している。まだ決定まではいかないのですが、そういった方

向で動いているという現状でございます。 

◎委員 

 公設民営にはすぐにはならないということですか。 

◎コミュニティ担当課長 

 公設民営というのは指針で打ち出しております。行政は間接的促進で打ち出していますので、最終

的にはそうなっていくと思います。その移行の仕方にはいろいろなパターンが考えられます。検討委

員会の中では富士見橋エコー広場館を一応の参考事例ということで挙げているのですが、行政と区民

の方が一緒にやりながら、だんだんだんだん行政が手を引いていくという形も１つの方法かなと。 

◎委員長 

 まだまだ煮え切らない部分がいっぱいありますが、ここで言ってしまうと動けなくなるということ

があるかと思うのですけれどもね。 

◎ コミュニティ担当課長 

いずれにしましても、早いうちに皆様にお示しして、意見をいただいて。先ほど話がありました

ように１０月開設を控えておりますので、できるだけ早く取り組んでいきたいという認識は持ってお

ります。 

◎委員長 

 どのくらいの場所が確保できるかによって機能も制約を受けることになりますからね。作業場がほ

しいとか、神奈川県民サポートセンターのようにもっと会議室も欲しいといっても、なかなかそうは

いかない場合もあるということですね。 

◎委員 

 富士見橋エコー広場館の場合は、行政と市民が一緒に創っていった。１年半くらいかけて、本当に

苦労しながら、行政の方とも喧嘩しながらやっていった。そのため、非常に今の施設が生きている、

とっても大事に思えるわけですね。やはり、初めに行政指導でやってしまうと、それが本当に市民の

ものになるかという心配があるのです。私の方にもいろいろな見学があり、そういう事例をいろいろ
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見ているものですから。施設は住民のものにならないといけない。地域振興室もそうですよ。 

◎委員 

 今、学適審のまとめが出まして、その中に学校ファミリーという構想が出されました。これが具体

的にどういうものか、雲をつかむような面もあるのですが、これと同時進行で、教育委員会体育課の

スポーツライフビジョン策定委員会の審議会で出された素案の中に、スポーツファミリーという考え

方がありました。北区を、７つ８つに区域分けをし、それぞれ特色のあるスポーツライフができると

いうような考え方です。地域に密着して、学校や行政が連携してということなのですが。「ファミリ

ー」という考え方について、中間支援組織や区民活動サポートセンターというものが１つの軸になっ

て、そういう「ファミリー」のような形の構想も話題にならないのかなと。まとまりませんが、そん

なようなものをイメージとして申し上げております。 

◎委員 

 教育ボランティアとか、新しいことが出てきています。この地域振興室って、いわゆる公民館とい

うとらえ方のような気がします。でも、貸し部屋ではもったいないですよね。そこから何かが生まれ

るような体制づくりをしていかないと。小さな地域の中で、豊かにふつふつと出てきたものがボラン

ティアセンターの中でネットで繋がっていくとおもしろいかなと。ただの貸し部屋ではなく、そこか

ら発信できるような人材を生む場所でもありたい。 

◎委員 

 北区の場合は公民館があるのかどうか知りませんが。一応、滝野川会館とか赤羽会館が発展して、

文化センターなりそういうものが出てきた。社会教育の中でそういう方たちを優先させて登録してと

いうようなことをしておりますけれどもね。 

◎委員 

 北区の場合、図書館が１３館、１４館、すごくありますよね。でも、図書館がたくさん出てきても、

図書館の中で子どもたちに本の楽しみ方とか、そういう発信するような、普通のお母さんたちを育て

るような事業というのが少ない。そういうものをもっとお母さんたちが率先して生かせられる場であ

りたいなと思ったのです。それで、地域振興室もそこから何かが生まれたらもっとおもしろい動きに

なっていくなと。 

◎委員 

 地域振興室活性化をこういうところで検討しなくてはいけないという気がいたします。貸し部屋っ

て、うまいことをおっしゃった。そういう現状をやはり変えていかなくてはいけない。確かに今まで

は地域と密着していた部分が非常にあって、地区青少年委員会ですとか自治会・町会が優先になりま

すよね。そんなような１つのルールはあるんですけれども、こういう議論の中で新たな位置づけがで

きればいいんじゃないかと。 

◎地域振興課長 

 地域振興室の公民館的な扱いというところなのですが、実は、地域振興室は「ふれあい館」とは違

いまして、地方自治法で言いますと「公の施設」ではないのです。どういうことかというと、「公の

施設」というのは、いわゆる一般にお貸しする「ふれあい館」とか「滝野川会館」「赤羽会館」のよ

うなものを言います。これは公民館と同じなのです。しかし、地域振興室は「公の施設」ではない。

いわゆる区役所は一般にお貸しする部屋ではないですよね。地域振興室も区役所と同じで、職員が働

く場なのです。ただそこに、会議室と活動コーナーがあるので、町会の皆さんにお貸ししていた。町

会の方々の基地だったわけですが、同時に地域振興室の事務スペースでもあるわけです。ですから、
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それは「公の施設」ではないけれどお貸しをしようという形ですから、「ふれあい館」と位置づけは

若干違う。ただ、同様な形でやっていこうというのが今回の検討の結果なのです。 

◎地域振興部長 

 要するに、地域コミュニティを活性化するために職員をそこに配置しているということで、場所を

単に貸すための機関ではないということ、おっしゃるとおりです。 

◎コミュニティ担当課長 

 資料が不十分だった気がしております。次回、いわゆる地域の拠点となり得る施設の一覧と、その

稼働率等の資料を出させていただきます。 

◎委員長 

 そうするともう少し具体的なイメージが湧いてくるのではないかと思いますが。 

◎委員 

 この緑色の資料の６ページに、センターがどういう機能を持つべきかが書かれております。まず、

開設が１０月といいますと残り８カ月ぐらいしかない。少なくとも２カ月ぐらい前には事業計画書や

その費用の面もあわせて考えなければならない。そういうスケジューリングを考えると、機能の面だ

けある程度先に考えて、地域レベルの話は動きながら考える。逆にセンター機能ができると、では地

域レベルはどういうふうに改善をしていったらいいか、一、二年かけながら改善をしていくことなの

かもしれないと思うのです。センター機能というのは、さまざまなボランティア活動などが集まって

きて、その方々の活動をよりやりやすくしようという目的のために作っている。地域レベルの方は後

にして、先にこのセンターが何をやる場にするのかということを、少なくとも今日は終えておかない

と、間に合わない。このスケジューリングについて皆さんのご意見をいただいたり、その機能の面を

どうするかというご意見をいただいた方がいいような気がするんですけれど。 

◎委員長 

 余り細かいところまで言っていくと動けないというところがあるかもしれませんが、指針に書いて

あることをしっかりと踏まえてどうするかというようなことは議論をした方がいいかもしれませんね。 

センターにはこんな機能が必要だということを要約して指針ができている。これは、次回とか次回以

降でテーマとしてちゃんと取り上げる必要があるということですよね。 

◎委員 

 全部目を通すのは無理かもしれないのですが、機能としてこういうものをプラスした方がいいとか、

問いかけだけでもしておいてもらえれば次回までに準備ができると思うのです。それにプラスアルフ

ァ、あるいは削除した方がいいとか、そういうご意見だけいただいて、次回検討するテーマとなる。

この機能の話が出てくると、次に、いわゆる「ボランティア・市民活動センターきた」とどういうふ

うな連携が組めるのか、あるいは連携を組む必要がないとか、さまざまな、具体的な意見が出てくる

と思う。何を機能として持つかがはっきりしないと、なかなか先へ進んでいけないと思う。 

◎副委員長 

 今後進めていく上で、スケジュールをにらみながら、６月の予算要求、それから１０月のオープン

に向けて何を各回で議論していくのかということは、最低限、共有した方がよろしいかと思いますね。 

 スケジュールがこちらのページの最後に載っておりますが、各回でセンター開設に向けて何を議論

していくのか、というご指摘だったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

◎委員 

 １つ、機能の点でつけ加えた方がいいと思うのがありました。 
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 面接のときに、公益性については同じＮＰО団体でも場面場面によっては公益性もあるし、そうで

ない場合もあるという話や、行政とＮＰО団体の公益性について考えの歩み寄りの話が出た。そのと

き提案したのですが、公共サービスを享受する一般市民の方のメッセージをどこかが受け取るべきだ

と思うのです。その公益性については多種多様な考えがあっていいと思うのですが、市民主体の公共

サービスをするのだったら、公共性の判断も一般市民の方にしてもらうのが筋だと思うのです。 

 サポートセンターに望まれる具体的な機能としてＡからＪまで全部見ても、対象がＮＰОとボラン

ティア活動に関することしか書いていない。一般市民の方からの、これは公益性のある活動であると

いうメッセージを受け取る機能というのは付けないのですか。 

◎委員長 

 具体的にその判断をどうように行うか。 

◎委員 

 実際に取り入れてほしいと思う制度は、ハンガリーの、税金の一部を指示する団体に寄付するとい

う制度なんです。区民税でそこまで動かせるかというと問題があると思うのですが。ですから、サー

ビスを享受した人からのメッセージを送ってもらえれば、公益性というものが少しずつ見えてくると

思うのです。 

◎委員 

 簡単に言うと外部評価みたいなものを持っていなくてはいけないというわけね。 

◎委員長 

 そうですね。ＮＰО活動あるいはボランティア活動をされている方はここに深く関かわっていくけ

れども、そうでない区民の方は、阻害されているような雰囲気を持っていると。 

◎委員 

 それで、面接のときにコミュニティ担当課長がおっしゃった、興味のない人には何も求めないとい

うのは、ある意味、問題じゃないのですか。 

◎コミュニティ担当課長 

 そのようなことを申し上げた記憶はありません。ＮＰＯとかに興味がない区民の方もいるとはいっ

た記憶がありますが。私の考えている公益というのは、その場その場で違ってくるという認識を持っ

ています。公益というのはこうだと定義できないことはもう皆さんご存じだと思いますので、その場

その場で考えていいと。例えばセンターについては、公益をすごく広く考えていいかなと思っていま

すが、協働とか委託となってくると、また公益のとらえ方が違ってくる。それは、いろいろな事例を

積み上げていく中で決まっていくものだという意味で申したつもりなのです。 

◎委員 

 これを２つの論点で見ていった方がいいと思っています。 

 １つは、情報収集というのを単なる活動をしている人からの情報収集じゃなくて、市民がそういう

活動をしている人たちに何を求めているのか、定期的に情報収集するシステムを構築すること。 

 それからもう一つは、ここは委託業務か、あるいは協働になるのか、いずれにしろ区の予算を使う

わけで、これは市民の代表である議会が確実にチェックが入っていく。そうすると、議員さんがここ

の活動に対して、こういうものも含めてほしいとかの意見が議会の中で議論される。そういう意味で

は、市民の代表である意見も入ってくるということです。ですから、２つの面で見ていったらいかが

でしょうか。 

◎委員 
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 要するに、こういう活動の場というのは、興味がある人とか、ちょっと触れてみたい人が来ること

を想定しているのですが、そうじゃなくて、地域に住んでいる人が、ボランティアはどんなことをし

ているんだろうとか、同じ区民がやっていることについて意見を持つ、評価する、それを受け入れる

ことはすごく必要だと思うのです。議員さんと親しい区民もいるし全く交渉のない方もいる。議会は

議会として、それとは別に個人的に一区民として意見を提供できる場、受け入れてもらう方法という

のはあった方がいいかなと思います。それはホームページへの書き入れでもいいし、気軽にそういう

ことができる場があると、やっている方ももっと励みになったり、もっと発想が豊かになったりする

のではないかなと思います。 

◎委員長 

 そろそろ時間になってきました。次回は３月末を予定し、その後は、２カ月に一度くらいのスケジ

ュールで進めていこうということであります。 

 私も、どんなことをどんなふうにやっていくのかが全部整理できているわけではありません。今日

の議論に基づいて少し組み立てていかなくてはいけないと思っています。全区レベルの拠点の検討課

題のところにありますように、中間支援組織のあり方、センター機能、全区レベルの拠点、地域レベ

ルの拠点の連携のあり方とか、それから指針を条例にしていくときにどんなことを留意すべきかとい

うようなことを議論していく必要があるということであります。そして、それらを課題として挙げて

いく。さらに、指針４の協働のルールづくりですね。協働とは何かについて、大体合意ができてきた

かなと思いますけれど。広い意味、狭い意味もありますし、北区として具体的にどう進めていくかと

いうことに関してもいろいろと準備をされているようであります。事務局からの資料も含めて、４月

以降は２カ月に一回くらいになりますが、議論を踏まえた上で整理して、議題を作っていきたいと思

います。 

 区長からの諮問があり、こういうことについて考えてくださいというので答申を出すというのが通

常の審議会のやり方なのですが。今回はそういう方式ではなくて、この指針の円滑かつ適正な執行を

図り新しい課題に対応するということです。区長からの諮問はなく、この要綱に載っている役割を着

実に遂行していくということです。自由に組み立てができるということですので、この課題について

いろいろとご議論いただいたわけです。結論を出すような話ではありませんので、今日のご意見を踏

まえて次回以降の検討課題を作っていきたいと思います。 

 それでは、きょうの議題の（４）のところは、こういうところでよろしいでしょうか。 

◎委員 

 今後、スケジュールが非常にタイトになっていくと思います。次回日程が決まったら２週間ぐらい

前までに、ポイントを事前に資料として送っていただければスタートの時点から中身の濃い議論がで

きると思うのですが。この点について委員長に一任をしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。 

◎委員長 

 よろしいですか。拍手がないようですが。 

（拍手） 

 それでは事務局と相談しながら、議論ができるような資料とそのテーマを明確にするための資料を

事前にお送りできるようにしたいと思います。 

◎コミュニティ担当課長 

 今のご提案のような形で、次回から関わって行きたいと思っております。また、今日の感想とか、

今日、言えなかった意見などあれば、メールでもファクスでも電話でも構いませんので、気軽に私ど
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もの方にご連絡下さい。また、わからない言葉なども当然あると思いますので、そういったフォロー

もさせていただきます。また、資料につきましては、これから必要なものは出したいと思います。そ

ういった資料についてのご意見があればいただきたいと思います。 

 次回の開催について、３月２８日金曜日、同じ時間、午後７時からということで予定させていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。場所はまだ確定しておりません。後日通知をいた

します。 

◎委員長 

 本日、第１回ということで大変難しい議論をしていただいたわけでありますが、私どもの準備不足

もありまして十分な議論ができなかったかもしれません。今後２年間の任期ということです。この間

に十分ご発言いただいて、問題を明確にしたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 今日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございました。 

閉  会 
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